
 
東北地方におけるトレイルコンテンツを活用した持続可能性向上に向けた調査事業 

説明書 

 

１．目的 

  コロナ禍を経て世界的に持続可能な観光（サステナブルツーリズム）に対する配慮や意

識が高まっている中、我が国の豊富な地域資源を未来に継承していくためには、旅行者が

自然・文化・歴史・産業等地域の本質を味わいながら、地域への貢献を実感できるコンテ

ンツを造成するとともに、旅行者の観光行動による恩恵を地域の経済・社会・環境へ還元

する好循環を加速していくことが重要である。 

  特にアドベンチャーツーリズム（以下「ＡＴ」という。）においては、旅行目的地とな

るその地域の魅力そのものはもちろんのこと、旅行者がＡＴを通じて、地域の自然・社会

環境のサスティナビリティ、地域住民の雇用・所得向上に貢献できるかといった視点が重

視されるなど、サステナブルツーリズムへの寄与度が高く、従来の旅行とは違った観点で

構築された質の高い旅行プログラムが求められている。 

  そこで本事業は、東北地方におけるトレイルコンテンツを活用し、地域の自然・文化・

歴史・産業等の地域資源の保全と活用の両立を推進するとともに、コンテンツを通じた旅

行者の観光行動による恩恵を地域の経済・社会・環境へ還元し、地域の持続可能な観光の

受入体制を強化していくことを目的とするものである。 

 

※国際観光機関（ＵＮＷＴＯ）における持続可能な観光の定義 

・訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティのニーズに対応しつつ、現在および

将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光。 

 ※アドベンチャーツーリズム 

・「自然」「文化体験」「アクティビティ」の３つの要素のうち、２つ以上で構成される体験型の

旅行形態の１つ。 

 

２．事業主体 

   東北運輸局 

 

３．業務内容 

  東北地方におけるトレイルコンテンツを活用し、インバウンドを中心とした旅行者の観

光行動による恩恵を地域の経済・社会・環境へ還元する仕組みなど、より持続可能性の向

上に資するコンテンツとするための方策について調査する。 

  さらに、これを効果的にプロモーションするため、以下の事業を実施する。 

 

（１） サステナブルな観光コンテンツへの磨き上げに関する調査 

東北地方における代表的なトレイルコンテンツについて、地域資源の活用と保全を両

立するための方策、さらには、旅行者が地域資源への貢献を実感するためのコンテン

ツへ昇華させるために必要となる方策について調査する。 

 



 
（２）サステナブルな観光コンテンツの効果的な提供の方策に関する調査 

① （１）で調査した内容を踏まえ、当該コンテンツと親和性の高いターゲット層を明

確化するための調査を行う。 

② ターゲットとなる国・地域のＡＴに携わる旅行エージェントや専門家等に、（１）

のコンテンツに対する評価、課題等を聞き取り、あわせて効果的なプロモーション手

法や商品造成手法等を提案すること。 

    なお、調査内容については、観光行動による経済的、社会的、環境的貢献度合いを

数値化または視覚化して整理することが望ましい。 

 

（３）コーディネーターの育成 

  ① （１）及び（２）で調査した内容を踏まえ、（１）の対象地域において海外の旅行

エージェント等の窓口となり、直接商品の紹介や関係者との調整等ができる、コーデ

ィネーターを育成するための研修を実施する。 

② 研修実施に際しての会場手配、準備、資料作成・配布、議事録作成等の事務、並び

に講師に対する謝金及び旅費の支払いを行う。 

   

（４）専門家等を講師とするサステナブルツーリズムに関するセミナー（勉強会）の開催 

①  サステナブルツーリズムに関する意識及び理解度向上を目的とし、事業を行う地

域の行政担当者、ＤＭＯ等の観光関係者、地域住民を対象としたセミナー（勉強会）

を開催する。 

②  セミナー（勉強会）実施に際しての会場手配、準備、資料作成・配布、議事録作

成等の事務、並びに講師に対する謝金及び旅費の支払いを行う。 

 

（５）事業報告書の作成 

  ① 実施した業務の内容について、調査結果等を盛り込んだ事業報告書を以下のとおり

作成すること。なお、報告書は PowerPoint、Word もしくは Excel 形式など二次利

用可能な形式にて作成するものとする。  
     ・日本産業規格Ａ４判（簡易製本、カラー）  ２部  

・電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） ２枚 
  ② 実施内容の概要をとりまとめた概要版報告書も作成すること。作成要領等について

は事業者特定後に伝達する。 
 
（６）その他 

  ① 本事業における対象経費は別紙１のとおりとする。 

② 事業の実施にあたっては、東北運輸局の監督職員と密接な連携を保ちつつ進めるも

のとする。なお、事業の進め方、内容等について疑義が生じた場合は、その都度協議

の上対応するものとする。 

 

４．企画提案書の作成要領 



 
（１）日本産業規格Ａ４版とする。 

（２）企画提案書の作成及び提出等に要する経費は、企画競争参加者の負担とする。 

（３）提出期限までに提出されなかった企画提案書は、いかなる理由をもっても特定されな 

い。 

（４）企画提案書の差し替えなどは、原則認めない。 

（５）採用しなかった企画提案書は原則返却するが、電子データで提出された場合又は返却 

を希望しない旨の申し出があった場合は、当局において破棄する。 

（６）企画提案書に記載すべき事項は以下のとおりであり、具体的に、かつ、簡潔に記載し、 

評価基準と提案内容の関係が、明確に判断できるようにするものとすること。 

 

５．企画提案書に盛り込む事項 

（１）「３．業務内容」に関する具体的な企画案（項目、方法等） 

（２）業務実施体制、作業工程  

（３）企画競争参加者の概要等  

   ・企画競争参加者の概要  

   ・担当者の氏名及び連絡先  

（４）参考見積（概算・消費税含む） 

（５）再委託に関すること 

・再委託の予定（下記②の業務に限る）がある場合は、再委託先の事業者名、住所、 

再委託する業務範囲を記載すること。なお、契約後再委託を行う際には、あらかじ

め東北運輸局の承諾を得る必要があるので留意すること。 

※東北運輸局の承諾を要する再委託の範囲は、次の区分における②をいう。 

①「業務の全部を一括」して又は「業務の主たる部分」（業務における総合的企画、 

業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等）は、再委託を行うことはできない。 

② 「業務の主たる部分」及び「軽微な業務」を除く業務は、再委託に際し、東北運

輸局の承諾を要する。 

③ 「軽微な業務」（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処

理、模型作成、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等）は、再委

託に際し、東北運輸局の承諾を要さない。ただし、保有個人情報、個人番号、特

定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。 

（６）令和４･５･６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）に係る資格審査結果通 

知書の写し（共同して提案を行う者についても提出のこと） 

 

６．提案書を特定するための評価基準 

別紙２のとおり 

 

７．本事業に係る受付窓口、受付期間 

（１）受付窓口 

東北運輸局 観光部 観光地域振興課 



 
〒９８３－８５３７ 仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第４合同庁舎３階 

電話０２２－３８０－１００１ 

E-mail: tht-kanchika@gxb.mlit.go.jp 
（２）受付期間 

令和５年５月１７日（水)から令和５年５月３１日(水) １７:００まで 

（３）質問を受け付けない項目 

① 他の応募者からの企画提案書提出に関する質問 

② 積算に関する内容 

 

８．書類等の作成に用いる言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨による 

 

９．契約書の作成 

 要 

 

10．支払条件 

本業務終了後、検査職員により業務完了検査を行い合格後、適法な請求書を受理して

から３０日以内に代金の支払いを行う。 

 

11．概算予算額 

７，５００千円以内（消費税含む） 

 

12.事業実施期間 

   契約の日から令和５年１２月２８日（木）まで 

 

13．その他 

（１）提出された企画提案書の内容について、必要に応じてヒアリングを行うことがある。 

（２）企画提案書を提出したもののうち企画提案書を特定しなかった応募者に対しては、当 

該企画提案書を特定しなかった旨及び非特定理由を書面により通知する。 

（３）採用した企画提案書は、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場 

合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

（４）提出された企画提案書が全て特定するに至らない場合若しくは企画提案書の提出がな 

かった場合は、中止またはその他の方法によることとする。 

（５）提出した「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合確認表」 

について、認定の取消しなどによって提出した内容と異なる状況となった場合には速や 

かに申し出ること。 

（６）企画競争の実施結果として、以下の項目について、採用通知後速やかに公表し少なく 

とも契約締結日までの間は公表する。 



 
①採用した企画提案書を提出した企業等の名称、住所、代表 

②企業毎、評価項目毎の評価得点及び合計点 

（７）事業者特定後、特定事業者には情報を適切に管理するために「情報取扱者名簿」及び 

「情報管理体制図」の提出を求める。その際、特定事業者には情報管理責任者・情報管 

理取扱者・情報従事者・再委託先等について所属部署・役職指名等の情報を求めること 

とする。書式や詳細については別添のとおりとする。 

（８）概算予算額に含まれる消費税額は、公示日時点の消費税法（昭和６３年法律第１０８ 

号）に基づく税率によるものとする。なお、当該金額に１円未満の端数があるときは、 

その端数金額を切り捨てた金額とする。 

（９）その他事業実施に関し必要な事項等は協議により決定する。また、協議により当局の 

指示があった場合にはその指示に従い作業を進めるとともに、東北運輸局は作業期間中、 

いつでもその作業状況の報告を求めることができるものとする。 

（10）契約履行に伴い生じた制作物の著作権は、東北運輸局に帰属するものとする。 

（11）談合等不正行為があった場合の違約金等については、以下のとおりとする。 

① 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、東北運輸 

局の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、 

変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として東北運輸局の指定 

する期間内に支払わなければならない。 

一 この事業の契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 

する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。) 第３条 

の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 

８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、 

独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合 

を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を 

行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 

６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除 

措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体 

（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する 

命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名 

宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号にお 

いて同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１ 

号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法 

第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び 

当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契 

約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者 

に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 



 
徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見 

積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当す 

るものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。） 

の刑法（明治４０年法律第４ 

５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項 

第１号に規定する刑が確定したとき。 

②  受注者が前項の違約金を東北運輸局の指定する期間内に支払わないときは、 

受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３

パーセントの割合で計算した額の遅延利息を東北運輸局に支払わなければな

らない。 



 
別紙１ 

 

本事業における対象経費 

 

 

本事業の対象となる経費は、サステナブルな観光に資する好循環の仕組みづくりに寄与す

るものであって、次のとおり。 

 

 

・ 調査経費（地域資源の本質的な体験や貢献に対する国内外旅行者のニーズ・満足度 

調査、地域資源の保全と活用方策に係る調査経費等） 

・ 協議会等の開催、戦略策定等に係る経費 

・ サステナブルな観光コンテンツの企画開発等に係る経費 

・ 地域事業者等のスキルアップのためのセミナー、ワークショップ等の実施経費 

・ サステナブルな観光コンテンツの地域資源に関する外国語による情報提供等に係る経 

費 

・ サステナブルな観光コンテンツの強化に資する、デジタルを活用した観光体験の価値向

上、地域ビジョン等の外部向け発信に係る経費 

・ サステナブルツーリズムのコーディネーター及びガイド人材の育成・確保に係る経費 

・ 課題抽出のためのモニターツアー、旅行商品造成のための旅行会社等の招請経費 

・ その他、東北運輸局が本事業の目的を達成するために必要と認める経費 

 

注１：本事業の成果物が東北運輸局以外の財産となる経費は、対象外である。 

注２：単純な観光プロモーションのみを目的とした動画等の制作に係る経費は、原則対 

象外である。 

 



 
別紙２ 

 

提 案 書 評 価 基 準 

 

提案書は、次に掲げる事項により評価、特定する。 

 

１．提案書を特定する評価項目と基準 

(１)業務内容の理解度：調査目的、業務内容について十分理解していること。 

(２)提案内容の具体性：提案内容が具体性、妥当性、実現可能性を伴い優れていること。 

(３)提案内容の独創性：独自の発想に基づく提案内容が含まれていること。 

(４)業務遂行の確実性：実施体制等（人員と各自の資格、経験、手持ち業務量等を明記）、

実施スケジュール等の業務環境が提案内容を確実に遂行できる

ものであること。 

 

２．企画提案者の「ワーク・ライフ・バランスと推進する企業」の評価項目関係 

以下の法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業をワーク・ライフ・バラ

ンスを推進する企業として評価加点対象とする。 

（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号。以下 

「女性活躍推進法」という。）に基づく認定 

（２）次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。） 

に基づく認定 

（３）青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促   

  進法」という。）に基づく認定 

（４）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条に基づく一般事業主行動 

計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定した企業（常時雇用する労働

者の数が 100 人以下のものに限る。） 

 

３．特定方法 

(１)企画競争委員会の委員が、企画提案内容を評価するために、上記１．（１）から（４）

の各評価項目について１点から５点までの５段階評価を附す。 

(２)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業については、別表による加点を行い、これ

を企画提案書の合計点とする。 

(３)各委員の採点の合計点が各評価項目における最高点の合計に委員数を乗じた値の   

６０％以上で、かつ、上記（２）を加点した合計点が最も高い企画提案書を特定する。 

(４)合計点の最も高い企画提案書が複数ある場合には、そのうちから委員長が特定する。 

 

４．契約方法 

(１) 特定された者は、企画競争の実施結果、最適な者として特定しただけであり、会計



 
法令に基づく契約手続きの完了まで、契約関係が生じないことに留意すること。 

(２) 特定された者の提案内容については、効果的な事業遂行を図るため、事業連携先と

協議を実施した上で契約することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（別表） 

 

＜ワーク・ライフ・バランス等推進企業に係る配点表＞ 

評価項目 認定等の区分 ※１ 

総合評価落札方式等［単位：％］ 

（総配点に占める割合） 

評価の相対的な重要度等に応じて配点 

ワーク・ライフ・

バランス等の推進

に関する指標 

女性活躍推進法に

基づく認定（えるぼ

し認定企業・プラチ

ナえるぼし認定企

業）等 

プラチナ 

えるぼし ※２ 

最大５％ 

５ 

えるぼし 

３段階目 ※３ 
４ 

えるぼし 

２段階目 ※３ 
３ 

えるぼし 

１段階目 ※３ 
２ 

行動計画 ※４ １ 

次世代法に基づく

認定（くるみん認定

企業・プラチナくる

みん認定企業） 

プラチナ 

くるみん ※５ 
５ 

くるみん（令和４年

４月１日以降の基

準）※６ 

３ 

くるみん（平成 29 

年４月１日～令和 

４年３月 31 日まで 

の基準） ※７ 

３ 

トライくるみん 

※８ 
３ 

くるみん（平成 29 

年３月 31 日までの 

基準） ※９ 

２ 

若者雇用促進法に基づく認定 

（ユースエール認定企業） 
４ 

 

※１ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 

※２ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24  

号）による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定 

※３ 女性活躍推進法第 9 条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこ 

とが必要。 



 
※４ 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を 

策定している場合のみ）。 

※５ 次世代法第 15 条の２の規定に基づく認定 

※６ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改 

正する省令（令和３年厚生労働省令第 185 号。以下「令和３年改正省令」という。）による改 

正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１ 

号及び第２号の規定に基づく認定 

※７ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の次世代育成支 

援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づく認定（た 

だし、※９の認定を除く。） 

※８ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号の規 

定に基づく認定 

※９ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を 

改正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」という。）によ 

る改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成 29 年改正省令附則第２条第３ 

項の規定に基づく認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別紙３ 

 

情 報 管 理 体 制 

 

① 受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として受注者が収集、 

整理、作成等した情報であって、東北運輸局が保護を要さないことを同意していない一切 

の情報をいう。以下同様。）を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、 

東北運輸局に対し「情報取扱者名簿」及び「情報管理体制図」（別添様式例）を提出し、 

東北運輸局の同意を得ること。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め東 

北運輸局の同意を得ること。 

 

（確保すべき履行体制） 

・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲 

の者とすること。 

・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩 

されないことを保証する履行体制を有していること。 

・東北運輸局が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライ 

センサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、 

業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の受注者以外の者に対して伝達又は漏洩され 

ないことを保証する履行体制を有していること。 

 

② 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩しては 

ならない。ただし、東北運輸局が同意した場合はこの限りではない。 

 

③ 本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱 

い（返却・削除等）については、東北運輸局の指示に従うこと。 

 

④ 本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐 

れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等において直ち 

に東北運輸局へ報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等 

がある場合には、東北運輸局が行う報告徴収や調査に応じること 



　

①　情報取扱者名簿 　　　※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とする。

（※１） 本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。

（※２） 本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

（※３） 本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。

②　情報管理体制
　

※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること（再委託先等も含む）。

③　その他

・情報管理規則等の内規を別途添付すること。

・必要に応じ、本別紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。

・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを担当部局が認める場合には、当
該資料で代用することができる。

再委託先等 F

B

C

情報管理取扱者
（※２）

業務従事者（※
３）

D

E

別　添（様式例）

所属部署 生年月日等

A

情 報 取 扱 者

「情報取扱者名簿」及び「情報管理体制図」

情報管理責任者
（※１）

氏　名 会社名・住所

情報管理責任者

情報取扱管理者

業務従事者

再委託先等

C （経費情報管理）B （進捗状況管理）


